
熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱 

 

制定 令和元年 ７月２４日 市長決裁     

      改正 令和２年 ６月２９日 空家対策課長決裁 

改正 令和３年 ６月 ８日 市長決裁     

改正 令和４年 ４月 １日 空家対策課長決裁 

改正 令和５年１２月１３日 空家対策課長決裁 

改正 令和６年 ４月 １日 市長決裁 

改正 令和８年 ３月３１日 空家対策課長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、管理が不適切な空家等の除却に要する費用の一部を補助すること

により、危険な空家等の除却を促進し、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の

活性化を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「空家法」という。）第２条第１項に規定する空家等で、１年以上使用されて

いないものをいう。 

(2) 老朽危険空家等 空家等のうち、外観目視による空家等危険度判定表（別表第

１）において、配点の合計が６６点以上となるものをいう。（ただし、故意に破壊

等させたものを除く。） 

(3) 所有者等 空家法第５条に規定する所有者等で個人である者をいう。 

(4) 申請者 この要綱に規定する補助事業の申請を行う所有者等をいう。 

(5) 解体事業者等 建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第１の下欄に掲げ

る土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第３条第１項の許可を受

けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０

４号）第２１条第１項に規定する解体工事業者の登録を受けた者をいう。 

(6) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(7) 暴力団員 暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

 

（申請者の責務） 

第３条 申請者は、補助事業を実施するにあたり、法令等を遵守するとともに、関係部

署と十分協議を行いその指示に従うものとする。 



２ 補助事業に伴う通報等は申請者の責任において適切に対応するものとする。 

３ 申請者は、除却完了以降においても当該土地を適切に管理しなければならない。 

 

（申請者の要件） 

第４条 申請者は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。 

(1) 第２条第１項第２号に規定する老朽危険空家の所有者等であること。 

(2) 補助金の申請に係る老朽危険空家等について、申請者以外の所有者、抵当権者

又はその他の権利者（以下「関係権利者」という。）がいる場合には、当該老朽危

険空家等の除却について、原則として全ての関係権利者の同意を得ていること。 

(3) 本市の市税を滞納していないこと。 

(4) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。 

(5) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係

る契約をしないこと。 

(6) 空家法第２２条第３項に規定する命令を受けていないこと。 

 

（補助金の交付対象老朽危険空家等） 

第５条 この補助金の交付対象となる老朽危険空家等（以下「交付対象老朽危険空家

等」という。）は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。 

(1) 本市内に位置していること。 

(2) 抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合で

あっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽危険空家等の除却について同意して

いる場合は、この限りでない。 

(3) この要綱に規定する補助事業について、国又は地方公共団体等による他の補助

金等の交付を受けていないこと。 

(4) 公共事業等による補償を受けていないこと。 

 

（補助対象工事事業） 

第６条 補助事業の対象となる工事(以下「補助対象工事」)は、交付対象老朽危険空家

等を除却し、敷地全体を空家等の定着物がない土地にする工事とする。ただし、申請

者は周辺環境に影響を及ぼさない工作物（門又は塀等）、立木竹等、地中埋設物等

で、特別の理由があると認められるものは除却しないことができる。 

２ 補助対象工事は、解体事業者等に請け負わせて実施するものとする。 

３ 補助対象工事は、第１１条第１項に定める補助金の交付決定のあった日の属する年

度の２月末日までに完了する予定であること。 

 

（補助対象経費） 

第７条 補助事業の対象となる経費は、次の各号に掲げる項目に要する費用とする。 



(ただし、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)  

 (1) 交付対象老朽危険空家等の除却及び処分に要する費用（第６条第１項の規定に

かかわらず、同一敷地内に存する老朽危険空家等ではない建築物等の除却工事費を

含めない。） 

(2) 交付対象老朽危険空家等に附属する工作物（門又は塀等）の除却及び処分に要

する費用 

(3) 交付対象老朽危険空家等の存する敷地内の立木竹等の除却及び処分に要する費

用 

(4) 交付対象老朽危険空家等の存する敷地内にある動産の除却及び処分に要する費

用 

(5) 周囲への安全を確保する上で、交付対象老朽危険空家等の除却及び処分に付随

して行うことが適当であると認められる工事等に要する費用 

 

（補助金の額） 

第８条 補助金の額は、次の各号のいずれか低い額とする。(ただし、その額に１,００

０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)  

(1) 次のうち、いずれか低い額に３分の２を乗じて得た額 

ア 前条第１項各号に要する費用に１０分の８を乗じて得た額 

イ 「住宅局所管事業に係る標準建設費等について」の「不良住宅等除却費」で定

める木造・非木造住宅又は木造・非木造建築物の除却工事に要する費用の１㎡当

たりの額に、当該老朽危険空家等の延べ面積 （少数点以下は切り捨て）及び１

０分の８を乗じて得た額 

(2) ６００，０００円 

 

（事前調査） 

第９条 申請者は、次条に規定する補助金の交付申請をする前に、事前調査申請書（様

式第１号）に次の各号に掲げる関係書類を添えて、市長に申請するものとする。 

(1) 位置図（空家等の所在する位置が分かるもの） 

(2) 配置図（方位、敷地形状、空家等（母屋、離れ、倉庫等の建築物、門・塀、立

木竹など）、入口等の位置を記入。また、除却しない空家等がある場合はその対

象を明示し、理由を記載） 

(3) 現況写真（建物及び敷地の状況が分かるもの） 

(4) 空家等の所有者等であることを推認できる書類又はその写し（建物の全部事項

証明書（発行されてから３か月以内のもの）、納税通知書又は不動産売買契約書な

ど） 

(5) 建物の全部事項証明書により単独の所有者等である事が確認できない場合は、

誓約書（様式第３号） 



(6) 申請者の運転免許証等、本人確認ができるものの写し 

(7) その他市長が必要とする書類 

２ 前項に規定する事前調査申請書を受理したときは、その内容を審査し、現地確認を

行い、その結果を事前調査結果通知書（様式第２号）により、申請者に対して通知す

るものとする。 

３ 第１項に規定する事前調査申請書の審査や現地確認により、条件を付すことが必要

と判断したときは、事前調査結果通知書にその条件を付するものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第１０条 申請者は、補助事業の実施前に、補助金交付申請書（様式第４号）に次の各

号に掲げる関係書類を添えて、市長に申請するものとする。 

(1) 戸籍謄本又はその写し（相続人等の確認が必要な場合に限る） 

(2) 解体事業者等の見積書の写し 

(3) 解体事業者等であることを証する書類の写し 

(4) 市税の滞納がないことの証明書（発行されてから３か月以内のもの） 

(5) その他市長が必要とする書類 

 

（補助金の交付（不交付）決定） 

第１１条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、その

結果を補助金交付（不交付）決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するもの

とする。 

２ 前項の規定による交付決定をするにあたり、補助金の交付の目的を達成するため

に、必要な指示をし、又は条件を付すことができる。 

３ 補助金の交付の決定は、補助金交付申請書を先着順に審査して行うものとする。た

だし、同日に受け付けた補助金交付申請書のうち、交付決定の要件を満たすものが複

数ある場合であって、予算の範囲を超える場合にその一部に限って交付決定せざるを

得ないときは、当該交付決定の要件を満たす申請のうちから、抽選により交付決定す

るものとする。 

 

（補助事業の着手） 

第１２条 申請者は、補助対象工事事業に着手するときは、補助事業着手届（様式第６

号）に補助対象工事の請負契約書の写しを添えて市長に届け出るものとする。 

 

（補助事業の変更） 

第１３条 申請者は、第１１条第１項に規定する交付決定通知又は本条第２項に規定す

る補助金交付変更承認決定通知書を受けた補助事業の内容のうち、次の各号に掲げる

内容を変更するときは、速やかに補助金交付変更申請書（様式第７号）に当該変更に



係る関係書類を添えて、市長に申請するものとする。 

(1) 補助金交付決定額の変更 

(2) 補助対象工事を請け負う解体事業者等の変更(ただし、補助対象工事を請け負う

解体事業者等の代表者又は所在地等の変更は除く) 

(3) 申請者の変更 

(4) その他市長が申請を必要とする変更 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、その結果を

補助金交付変更承認（不承認）決定通知書（様式第８号）により申請者に通知するも

のとする。 

３ 第１１条第２項の規定は、前項の規定による補助金交付変更承認（不承認）決定の

場合に準用するものとする。 

 

（完了報告） 

第１４条 申請者は、補助事業が完了したときは、原則、２０日以内又は当該年度の３

月の第２週の最終開庁日のいずれか早い日までに、除却完了報告書（様式第９号）に

次の各号に掲げる関係書類を添えて、市長に報告するものとする。 

(1)  除却工事費の請求書又は領収書等の支払いが確認できるものの写し 

(2)  除却工事完了後の写真（跡地全体の状況が分かるもの） 

(3)  その他市長が必要とする書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１５条 市長は、前条の規定による報告があったときは、報告の内容を審査し、適当

と認めた場合は、交付する補助金の額を確定し、補助金額確定通知書（様式第１０

号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、確定した補助金の交付額が、第１１条の補助金交付（不交付）決定通知書

（様式第５号）の交付決定額と同額であった場合においては、補助金額確定通知書

（様式第１０号）の送付を省略することができるものとする。 

 

（補助金の請求及び交付） 

第１６条 申請者は、前条に規定する補助金の額が確定した日から起算して３０日を経

過する日又は当該年度の３月末日のいずれか早い日までに、補助金請求書（様式第１

１号）に次の各号に掲げる関係書類を添えて、市長に請求するものとする。 

(1) 通帳の写し（金融機関名・店名・預金種別・口座番号・口座名義・名前（カタ

カナ）が分かるもの） 

(2) 除却工事費の領収書等の支払いが確認できるものの写し（ただし、完了報告の

際に提出済みの場合を除く） 

(3) その他市長が必要とする書類 



２ 市長は前項に規定する補助金の請求があったときは、申請者に対し、補助金を交付

するものとする。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１７条 市長は、申請者が次の各号に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の

全部又は一部を取消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 第４条及び第５条の規定に該当しないことが判明したとき。 

(3) 第１４条に定める日までに完了の報告をしなかったとき。 

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 前項の規定は、第１５条に規定する補助金の額の確定通知を行った後についても同

様とする。 

３ 第１項の規定に基づき補助金の交付決定を取消したときは、補助金交付決定取消通

知書（様式第１２号）により申請者に通知するものとする。 

４ 補助金の交付決定を取消した場合に生じた損害について、本市は賠償の責めを負わ

ないものとする。 

 

（交付申請の取下げ） 

第１８条 申請者は、事情により補助事業を中止し、又は廃止するときは、速やかに補

助金交付申請取下げ書（様式第１３号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該補助金の交付決定を

取消すものとする。 

３ 前条第２項から第４項の規定は、前２項の場合について準用する。 

 

（申請書類等の代理提出） 

第１９条 申請者は、第９条から第１０条、第１２条から第１４条、第１６条及び第１

８条に規定する申請書類等の提出を、第三者に代理させることができるものとする。 

２ 申請者は、前項の申請書類等の提出を代理させる場合は、代理提出委任申出書（様

式第１４号）を市長に提出するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第２０条 市長は、第１７条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取消した場

合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、

その返還を命ずるものとする。 

２ 前項の返還命令は、補助金返還命令書（様式第１５号）により行うものとする。 

 

（違約加算金） 



第２１条 申請者は、第１７条の規定による取消しを受け、補助金等の返還を請求され

たときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該

補助金等の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付

した額を控除した額）につき年 10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を市に

納付しなければならないこととする。 

２ 補助金等が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用につい

ては、返還を請求された額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものと

し、当該返還を請求された額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求

された額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。 

３ 第１項の違約加算金を納付しなければならない場合において、申請者の納付した金

額が返還を請求された補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還

を請求された補助金等の額に充てられたものとする。 

 

 （他の補助金等の一時停止等） 

第２２条 市長は、申請者が補助金等の返還を請求され、当該補助金等又は違約加算金

の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業につ

いて交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止する

ことができることとする。 

 

（照会及び検査等の実施） 

第２３条 市長は、補助金の交付に必要な範囲内において、関係機関への照会及び補助

事業の検査等を実施することができる。 

２ 前項の照会及び検査等の結果、必要があると認めるときは、申請者に対して必要な

措置を講ずるよう指導することができる。 

 

（雑則） 

第２４条 補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとする。 

 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和元年８月１日から施行する。 

 （この要綱の失効）  

２ この要綱は、令和１４年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正前の熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱の規定



に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年６月８日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正前の熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱の規定

に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正前の熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱の規定

に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年１２月１３日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正前の熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱の規定

に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正前の熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱の規定

に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  

  



別表第１ 

外観目視による空家等危険度判定表 

評定区分 評価項目 評 価 内 容 評点 配点 

構造一般の

程度 

基礎 1 構造耐力上主要な部分である基礎が布基礎(コンクリー

ト等の連続したもの)であるもの 

0 
 

2 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石等(レンガ,コン

クリートブロック等を含む)であるもの 

10 

3 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20 

外壁 1 外壁の構造が通常使用されているもの 

（パネル壁材張、モルタル塗り、下見板張、羽目板張な

ど） 

0 
 

2 外壁の構造が粗悪なもの（波トタンなど） 25 

構造の腐朽

又は破損の

程度 

建物の 

傾斜 

1 傾斜無し 0 
 

2 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損

しているもの等、小修理を要するもの (1/120以上1/60

未満の傾斜) 

25 

3 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁

が腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数か所

に破損があるもの等、大修理を要するもの(1/60以上

1/20未満の傾斜) 

50 

4 基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しく、

崩壊の危険のあるもの(1/20以上の傾斜) 

100 

外壁 1 外壁の仕上材料の剥落無し 0 
 

2 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露

出しているもの 

15 

3 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下

地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じてい

るもの 

25 

屋根 1 屋根ぶき材料に剥落又はずれ無し 0 
 

2 屋根ぶき材料又は軒の裏板の一部に剥落又はずれがある

もの 

15 

3 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる

木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの 

25 

4 屋根が著しく変形したもの 50 

※ 評価項目ごとに該当する評価内容をひとつ選び、 

その評点を各評価項目の配点とする。 
合計 

  



 

様式第１号（第９条第１項関係） 

  年  月  日 

熊本市長 宛 

申請者   〒                       

                     住所                      

                          ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名                      

電話番号                    

 

事前調査申請書 

 

熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金の交付を受けたいので、熊本市老朽危険空家等除却促進事業

補助金交付要綱の内容全てを承諾のうえ、同要綱第９条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとお

り申請します。また、事前調査にあたり市職員が当該空家等の敷地に立ち入ることを承諾します。 

 

記 

 

１ 対象となる空家等の所在地（住居表示） 熊本市   区 

（地名地番） 熊本市   区 

 

２ 空家等となった時期           年   月 頃  

 

３ 除却事業期間（予定）            年   月   日 ～      年   月   日  

 

４ 補助金の交付対象要件確認事項（下記事項を確認のうえ確認欄に☑を記入して下さい。） 

□ 抵当権が設定されていない。設定されている場合は、全権利者が除却の同意をしている。 

 □ この要綱に基づく補助事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない。 

□ 公共事業等による補償を受けていない。 

☐ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない。 

☐ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしない。 

 

５ 添付書類（書類を確認のうえ確認欄に☑を記入して下さい。必要がない場合は〼を記入して下さい。） 

  

書類 確認欄 

(1) 位置図（空家等の所在する位置が分かるもの） 

※職員が現地で建物の調査ができるよう、障害になる樹木枝や雑草を整理しておくこと 
 

(2) 配置図 （方位、敷地形状、空家等（母屋、離れ、倉庫等の建築物、門・塀、立木竹など）、

入口等の位置を記入。また、除却しない空家等がある場合はその対象を明示し、理由を記載） 
 

(3) 現況写真（建物及び敷地の状況が分かるもの）  

(4) 空家等の所有者等であることを推認できる書類又はその写し（建物の全部事項証明書（発行

されてから３か月以内のもの）、納税通知書又は不動産売買契約書など） 
 

(5) 誓約書（様式第３号）（建物の全部事項証明書により単独の所有者等である事が確認できない

場合） 
 

(6) 申請者の運転免許証等、本人確認ができるものの写し  

(7) 申請書等提出を第三者に代理させる場合は、代理提出委任申出書（様式第１４号）  

(8) その他市長が必要とする書類  



 

様式第２号（第９条第２項関係）  

発第    号 

       年   月   日   

  

申請者       様 

 熊本市長                  印  

  

事前調査結果通知書 

  

       年   月   日付けで申請のあった事前調査申請書について、下記のとおり審査しましたので、

熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知します。  

  

記 

 

１ 対象となる空家等の所在地（住居表示） 熊本市   区 

（地名地番） 熊本市   区 

 

２ 審査結果 

       □補助金交付申請の手続可能 

□補助金交付申請の手続不可 

 

３ 手続き可能な条件は、次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

４ 手続き不可の場合、その理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 空家等を除却した土地は固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が増加する可能性があります。  

 

※ 補助金の交付の決定は、補助金交付申請書を先着順に審査して行います。ただし、同日に到達した補助金交

付申請書のうち交付決定の要件を満たすものが複数ある場合で、予算枠の都合によりその一部に限って交付決

定せざるを得ないときは、当該交付決定の要件を満たす申請のうちから抽選により交付決定します。 

  



 

様式第３号（第９条第４項又は第１０条第１項及び第２項関係） 

 

誓約書 
   

年  月  日 

 

熊本市長 宛 

                       申請者 住所 

 

                           氏名                     

                                                  

 

熊本市老朽危険空家等除却促進事業の事前調査及び補助金交付申請にあたり、下記の事項について誓約

します。 

 

記 

 

１ 対象となる老朽危険空家等の所在地 

 

（住居表示） 熊本市   区 

 

（地名地番） 熊本市   区 

 

 

２ 熊本市老朽危険空家等除却促進事業の目的を理解し、「熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要 

 綱」の内容を確認した上で建物の事前調査申請及び補助金の交付申請を行うこと。 

 

３ 老朽危険空家等の所有者等であること。 

 

４ 申請者の他に補助対象建築物の権利者（共有者、法定相続人、抵当権者等）がいる場合には、他の権利者 

  から同意を得て補助事業を実施し、補助金の交付を受けること。他の権利者との間で紛争等が生じたときは、 

  申請者が責任を持って解決するとともに、仮に市が他の権利者に対し損害賠償義務を負った場合にはその 

損害額を申請者が負担するなど、市に対して一切の損害を与えないこと。 

 

５ 建築物の除却等により発生したトラブル等については、申請者の責任において全て解決すること。 

 

６ 除却後の跡地については、適正に管理を行い、雑草等の繁茂などにより周辺住民の居住環境を悪化させない 

  こと。 

  



 

様式第４号（第１０条第１項関係） 

  年  月  日  

熊本市長 宛 

申請者 住所                      

 

氏名                      

                                                   

電話番号                    

 

補助金交付申請書 

 

年   月   日付け    発第     号で事前調査結果通知のあった熊本市老朽危険空家等

除却促進事業について、補助金の交付を受けたいので、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱

第１０９条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 対象となる老朽危険空家等の所在地 

 （住居表示）熊本市   区 

（地名地番）熊本市   区 

 

２ 見積書の金額            円(税抜) 

 

３ 添付書類（書類を確認のうえ確認欄に☑を記入して下さい。必要がない場合は〼を記入して下さい。） 

 

 

  

書類 確認欄 

(1) 戸籍謄本又はその写し（相続人等の確認が必要な場合）  

(2) 解体業者等の見積書の写し 

（※見積書内に申請者名又は解体する家屋の地番若しくは住居表示が記載されていること） 
 

(3) 解体事業者等であることを証する書類の写し（見積書を徴取した業者のもの）  

(4) 市税の滞納がないことの証明書（発行されてから３か月以内のもの）  

(5) 代理提出委任申出書（様式第１４号）（申請書等の提出を第三者に代理させる場合） 

【提出済みの場合は不要】 
 

(6) その他市長が必要とする書類  

※熊本市記入欄 

【第4条第6号】 

□ 空家法第22条第3項に規定する命令を受けていない。 

【第8条】 

□ 補助対象経費×8/10×2/3 （算定額）  円 

□ 要綱第8条（1）イ×2/3 （算定額）  円 

□ 600,000円 



 

 

様式第５号（第１１条第１項関係）  

発第    号 

       年   月   日 

申請者        様 

    熊本市長                  印  

  

補助金交付（不交付）決定通知書 

  

        年   月   日付けで申請のあった熊本市老朽危険空家等除却促進事業の補助金について、

下記のとおり審査しましたので、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱第１１条第１項の規

定により通知します。  

記 

 

１ 対象となる交付対象老朽危険空家等の所在地 

 （住居表示）熊本市   区 

（地名地番）熊本市   区 

 

２ 審査結果 

       □補助金交付   □補助金不交付 

 

３ 交付決定した補助金の額 

                 補助金額         円 

 

４ 交付の条件は、次のとおりとします。  

(1) 交付申請書に記載した事項を変更するとき（第１３条第１項に掲げる変更の場合）は、速やかに市長の承

認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ市長の承認を受けること。  

(3) 補助事業が完了したときは、２０日以内又は当該年度の３月の第２週の最終開庁日までのいずれか早い日

までに、市長に対し所定の除却完了報告を行うこと。  

(4) 補助金の額の確定のために現地調査、書類確認又は質問等が必要な場合は、市の求めに応じこれに協力す

ること。  

(5) 補助金の請求は、その額の確定の通知を受けた日（ただし、確定した補助金の交付額が補助金交付決定通

知書に記載する交付決定額と同額であった場合は除却完了報告をした日）から起算して３０日を経過する日

又は当該年度の３月末日のいずれか早い日までに所定の請求書により行うこと。 

 

５ 不交付の場合、その理由 

 

６ 補助の条件に違反した場合、不正行為がなされた場合又はその他市長が補助を不適当と認めた場合は、

この決定を取消し、又は補助決定額を減じることがあります。この場合において、既に交付された補助金

があるときは、その返還及び補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ年10.95パーセントの割

合で計算した違約加算金を請求します。 

  

７ 前項に規定する請求に応じた補助金の返還等がされない場合において、本市が申請者に対し支払うべ

き他の補助金等があるときは、当該他の補助金等の交付を一時停止することがあります。 

 

８ 監査委員が必要と認めたときは、地方自治法第１９９条第７項の規定により監査をすることがあります。 

  

９ 市長が必要と認めたときは、地方自治法第２２１条第２項の規定により、その状況を調査し、又は報告を徴    

することがあります。 



 

様式第６号（第１２条関係） 

  年  月  日 

 

熊本市長 宛 

申請者  住所                      

                           

 

氏名                   

 

補助事業着手届 

 

年   月   日付け    発第     号で補助金交付（変更承認）決定通知のあった熊本市老朽

危険空家等除却促進事業について、補助事業に着手しますので、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金

交付要綱第１２条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 補助事業の着手日 

                    年   月   日 

 

２ 補助事業の完了予定日 

                    年   月   日 

 

３ 契約の相手方（解体事業者等） 

 

 

４ 添付書類（書類を確認のうえ確認欄に☑を記入して下さい。必要がない場合は〼を記入して下さい。） 

書類 確認欄 

(1) 除却工事の請負契約書の写し（契約者が申請者であるもの）  

(2) 代理提出委任申出書（様式第１４号）（申請書等提出を第三者に代理させる場合） 

【提出済みの場合は不要】 
 



 

様式第７号（第１３条第１項関係） 

  年  月  日  

 

熊本市長 宛 

申請者 住所                      

                           

 

氏名                   

 

補助金交付変更申請書 

 

年   月   日付け    発第     号で補助金交付（変更承認）決定通知のあった熊本市老朽

危険空家等除却促進事業について、下記のとおり変更したいので熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助

金交付要綱第１３条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 変更内容 

 

 

 

２ 変更理由 

 

 

 

３ 変更後の見積金額            円(税抜) 

 

 

 

４ 添付書類（当該変更に係る関係書類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※熊本市記入欄 

【第4条第6号】 

□ 空家法第22条第3項に規定する命令を受けていない。 

【第8条】 

□ 補助対象経費×8/10×2/3 （算定額）  円 

□ 要綱第8条（1）イ×2/3 （算定額）  円 

□ 600,000円 



 

様式第８号（第１３条第２項関係）  

発第    号 

       年   月   日   

  

申請者        様 

  熊本市長                  印  

  

補助金交付変更承認（不承認）決定通知書 

  

       年   月   日付けで申請のあった熊本市老朽危険空家等除却促進事業の変更について、下記

のとおり審査しましたので、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱第１３条第２項の規定に

より通知します。  

  

記 

 

１ 対象となる交付対象老朽危険空家等の所在地 

 （住居表示）熊本市   区 

（地名地番）熊本市   区 

 

２ 審査結果 

       □変更承認 

□変更不承認 

 

３ 変更承認後に交付決定した補助金の額 

        補助金額         円 

 

４ 承認の条件は、次のとおりとします。 

 

 

 

５ 不承認の場合、その理由 

 

 



 

様式第９号（第１４条関係） 

    年  月  日 

 

熊本市長 宛 

申請者 住所                      

                 

 

氏名                   

 

除却完了報告書 

 

     年  月  日付け    発第    号で補助金交付（変更承認）決定通知のあった熊本

市老朽危険空家等除却促進事業が完了したので、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱第１

４条の規定により、関係書類を添え下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の完了日 

                     年   月   日 

 

２ 添付書類（書類を確認のうえ確認欄に☑を記入して下さい。必要がない場合は〼を記入して下さい。） 

書類 確認欄 

(1) 除却工事費の請求書又は領収書等の支払いが確認できるものの写し  

(2) 除却工事完了後の写真（跡地全体の状況が分かるもの）  

(3) 代理提出委任申出書（様式第１４号）（申請書等提出を第三者に代理させる場合） 

【提出済みの場合は不要】 
 



 

様式第１０号（第１５条関係）  

発第    号 

       年   月   日   

  

申請者        様 

  熊本市長                  印  

  

補助金額確定通知書 

  

      年   月   日付けで除却完了報告のあった熊本市老朽危険空家等除却促進事業の補助金につい

て、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱第１５条の規定により、下記のとおり補助金の額を

確定したので通知します。  

  

記 

 

１ 対象となる交付対象老朽危険空家等の所在地 

 （住居表示）熊本市   区 

（地名地番）熊本市   区 

 

２ 確定した補助金の額 

                補助金額       円 

 



 

様式第１１号（第１６条第１項関係） 

      年  月  日 

 

熊本市長 宛 

申請者 住所                      

 

 

氏名                      

 

補助金請求書 

 

熊本市老朽危険空家等除却促進事業の補助金について、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付

要綱第１６条第１項の規定により、関係書類を添え下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 対象となる交付対象老朽危険空家等の所在地 

（住居表示）熊本市   区 

（地名地番）熊本市   区 

 

２ 請求金額 

            

 

 

 

３ 振込口座（申請者名義） 

金融機関名 

銀 行  

金 庫  

農 協  

本 店  

支 店  

出張所  

預 金 種 別 普通 ・ 当座 ・ その他 口 座 番 号  

フリガナ  

口座名義  

 

４ 添付書類（書類を確認のうえ確認欄に☑を記入して下さい。必要がない場合は〼を記入して下さい。） 

書類 確認欄 

(1) 申請者名義の通帳の写し（金融機関名・店名・預金種別・口座番号・口座名義・名前（カタ

カナ）が分かるもの） 
 

(2) 除却工事費の領収書等の支払いが確認できるものの写し【提出済みの場合は不要】  

(3) 代理提出委任申出書（様式第１４号）（申請書等提出を第三者に代理させる場合） 

【提出済みの場合は不要】 
 

￥       

 



 

様式第１２号（第１７条第３項関係）  

発第    号 

       年   月   日   

  

申請者        様 

  熊本市長                  印  

  

補助金交付決定取消通知書 

  

      年  月  日付け    発第    号で交付決定をした熊本市老朽危険空家等除却促進

事業の補助金については、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱第１７条第３項の規定によ

り下記のとおり取消したので通知します。 

 

記 

 

１ 対象となる交付対象老朽危険空家等の所在地 

 （住居表示）熊本市   区 

（地名地番）熊本市   区 

 

２ 補助金の交付決定額 

                補助金額           円 

 

３ 補助金の交付決定取消額 

                補助金取消額         円 

  

４ 取消理由 



 

様式第１３号（第１８条第１項関係） 

    年  月  日 

 

熊本市長 宛 

 

申請者 住所                      

                            

 

氏名                     

 

補助金交付申請取下げ書 

 

      年  月  日付け   発第    号で補助金交付（変更承認）決定通知のあった熊本

市老朽危険空家等除却促進事業の補助金については、下記の通り補助事業を中止、又は廃止したいので、熊

本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱第１８条第１項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 対象となる交付対象老朽危険空家等の所在地 

 （住居表示）熊本市   区 

（地名地番）熊本市   区 

 

２ 中止、又は廃止の理由



 

様式第１４号（第１９条第２項関係） 

  年  月  日 

 

熊本市長 宛 

 

代理提出委任申出書 

 

 

 私は、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱第１９条の規定により，当該補助事業に関する申請

手続き等を下記代理者へ委任します。 
 

記 
 

  １ 熊本市老朽危険空家等除却促進事業に係る全ての申請及び報告等の提出を代理者に委任される場合は、

下記の欄に○をつけてください。 
 

 

 

２ 熊本市老朽危険空家等除却促進事業に係る申請及び報告等のうち一部の提出を委任する場合は、下記の

項目の中から該当する欄に○をつけてください。 
 

 

 

 

申請者（委任する方） 

          住所   

      

氏名                 印 

                

※ 申請書類はすべて申請者名を記入してください。 

 

    代理者（窓口に来る方） 

              住所   

     

              氏名   

                    

              電話番号  

  

 熊本市老朽危険空家等除却促進事業に係る全ての申請及び報告等の提出を委任 

 事前調査申請（第９条）  補助金交付申請（第１０条） 

 補助事業着手の届出（第１２条）  補助金交付変更申請（第１３条） 

 除却完了報告（第１４条）  補助金請求（第１６条） 

 補助金交付申請取下げ（第１８条）  



 

様式第１５号（第２０条第２項関係）  

発第    号 

       年   月   日   

  

申請者        様 

  熊本市長                  印  

  

補助金返還命令書 

 

        年  月  日付け    発第    号で取消した熊本市老朽危険空家等除却促進事

業の補助金については、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱第２０条第２項の規定により、

下記のとおり返還を命じます。  

  

記 

 

１ 対象となる交付対象老朽危険空家等の所在地 

 （住居表示）熊本市   区 

（地名地番）熊本市   区 

  

２ 返還命令額        返還額         円  

  

３ 返還期限            年   月   日  

  

４ 返還理由 

 

 


